
女性活躍推進法に基づく女性の活躍に関する情報の公表 

 

１ ⼥性労働者に対する職業⽣活に関する機会の提供 

 （1）労働者に占める⼥性労働者の割合 

令和７年４月１日時点 ２８．９％ 

（2）女性採用の割合 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで １６．７％ 

 （3）管理職に占める⼥性労働者の割合 

    令和７年４月１日時点 ７．７％ 

   

２ 職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇用環境の整備 

（1）労働者の一⽉当たりの平均残業時間 

   令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで ３．６時間 

 

３ 男女間の賃金差異 

  令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

雇用管理区分 男女間賃金差異 

全労働者 ６３．３％ 

正規職員 ８５．６％ 

有期雇用職員 ７６．６％ 

  ※ 賃金は通勤手当等を除く。 


